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不法就労とは？ 不法就労となるのは，次の３つの場合です。

不法就労は法律で禁止されています。不法就労した外国人だけでなく，不法就労させた事業主も処罰の
対象になります。平成２４年７月からは，日本に中長期間在留する外国人を対象とした「新しい在留管
理制度」が導入され，外国人を雇用する際の確認方法がこれまでと変わるとともに，不法就労助長罪も
見直されます。外国人を雇用する際は，このリーフレットに記載されている内容をよく確認し，不法就
労にならないよう注意してください。

平成２４年７月から「新しい在留管理制度」がスタートします。
外国人を雇用する際には 在留カード を確認してください！

在留カードの導入により就労できるかどうかの判別が容易になるとと
もに，外国人を雇用しようとする際に，当該外国人が不法就労者であ
ることを知らなかったとしても，在留カードを確認していない等の過
失がある場合には，処罰を免れません。（改正入管法第７３条の２）

３年以下の懲役，３００万円以下の罰金を
科せられることがあります。

確認を怠るとどうなるの・・・？

在留カードを確認する際のポイントはこちら！在留カードを確認する際のポイントはこちら！

１. 不法滞在者が働くケース

（例）
・密入国した人やオーバーステイ
の人が働く

２.入国管理局から働く許可を
受けていないのに働くケース

（例）
・観光や知人訪問の目的で入国した人が
働く

・留学生が許可を受けずにアルバイトを
する

３. 入国管理局から認められた
範囲を超えて働くケース

（例）
・外国料理店のコックとして働くことを
認められた人が機械工場で単純労働者
として働く

外国人を雇用する事業主の皆様へ

不法就労防止に
ご協力ください。
不法就労防止に
ご協力ください。

平成24年７月「新しい在留管理制度」導入後も



ここが変わります！ここが変わります！
ポイント１　在留カードの有無を確認してください。

在留カードは，企業等への勤務や日本人との婚姻などで，入管法上の在留資格をもって適法に我が国に中長期間滞在する外国人
の方が所持するカードです。観光旅行者のように一時的に滞在する方や不法滞在者には交付されません。特別永住者の方を除き，
在留カードを持っていない場合は，原則として就労できません。
在留カードを持っていない場合でも就労できる場合がある方については下記をご参照ください。

ポイント２　在留カード表面の「就労制限の有無」欄を確認してください。

「就労不可」の記載がある場合→原則雇用はできませんが，ポイント３を確認する必要があります。

※一部就労制限がある場合→ 制限内容をよくご確認ください。①「在留資格に基づく就労活動のみ可」，
②「指定書記載機関での在留資格に基づく就労活動のみ可」（在留資格「技能実
習」），③「指定書により指定された就労活動のみ可」（在留資格「特定活動」）の
いずれかの記載があります。
②及び③については法務大臣が個々に指定した活動等が記載された指定書を確
認してください。

※「就労制限なし」の記載がある場合→就労内容に制限はありません。

ポイント３　在留カード裏面の「資格外活動許可欄」を確認してください。

ポイント２で「就労不可」の方であっても，裏面の「資格外活動許可」の欄に次のいずれかの記載がある方は，就労することが
できます。ただし，就労時間や就労場所に制限がありますので注意が必要です。
○「許可（原則週２８時間以内・風俗営業等の従事を除く）」
○「許可（資格外活動許可書に記載された範囲内の活動）」

在留カードの確認ポイント

※在留カードを所持していなくても就労できる場合がある方※在留カードを所持していなくても就労できる場合がある方

● 旅券に後日在留カードを交付する旨の記載がある方
上陸許可に伴って在留カードが交付されるのは，平成２４年７月からの制度導入当初は，成田空港，羽田空港，
中部空港及び関西空港に限定され，それ以外の出入国港においては，旅券に上陸許可の証印を行い，その近くに
後日在留カードを交付する旨の記載がなされます。

● 在留カードへの切替えを済ませていない方
新しい在留管理制度導入後，一定の期間，外国人登録証明書は「在留カード」とみなされます。

● 「３月」以下の在留期間が付与された方
● 「外交」「公用」等の在留資格が付与された方

これらの方については，旅券や外国人登録証明書等で就労できるかどうかを確認してください。
※特に，「留学」 「研修」 「家族滞在」 「文化活動」 「短期滞在」の在留資格をもって在留している方については，
資格外活動許可を受けていない限り就労できませんのでご注意ください。

【お問い合わせはこちらへ】
外国人在留総合インフォメーションセンター（平日 8：30～ 17：15）
℡ 0570-013904（IP電話・PHSからは 03-5796-7112）


